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三重県石油コンビナート等防災計画 

令和６年３月修正案概要 
 

１ 時点修正が必要な事項 

 県庁内各部局や各市町、各関係機関から出された意見に基づき修正を行います。 

 〇第１章 総則 

   第５節 特別防災区域の概況 

・特定事業所数、貯蔵・取扱量、処理量等の時点修正   【新旧対照表 P1】 

・四日市臨海地区特定事業所位置図           【新旧対照表 P2】 

・事業所種別、事業所名の時点修正           【新旧対照表 P3】 

 

第７節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

・５ 国の防災関係機関(３) イの記述内容の一部修正   【新旧対照表 P4】 

  

 〇第４章 災害予防計画 

   第１節 事故災害予防計画 

   ・２ 防災関係機関（２）ア、キの記述内容の一部修正  【新旧対照表 P5】 

 

   第４節 教育訓練及び防災訓練計画 第１ 教育訓練 

   ・２ 防災関係機関（２）記述内容の一部修正及び行ずれ【新旧対照表 P6-8】 

 

〇第５章 災害応急対策計画 

   第２節 通報及び情報の収集伝達計画 

・四日市臨海地区通報系統図の FAX番号を時点修正（愛知県石油コンビナート 

等防災本部）                    【新旧対照表 P9】 

 

   第１２節 自衛隊災害派遣要請計画 

   ・２ 災害派遣要請の手続（１）の記述内容の一部修正  【新旧対照表 P10】 
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大容量泡放射システム更新に係る対応について 

 

１ 大容量泡放射システムの更新について 

   

コンビナートの危険物タンクにおける大規模火災等に対応するため、三重県四日市市

の中京地区広域共同防災協議会（以下「協議会」という。）に配備される大容量泡放射

システムが、令和６年１２月に更新されることになりました。 

この装置は、三重県と愛知県のコンビナート企業が共同で設立する協議会が所有する

危険物タンクの大規模火災に特化した消火装置で、平成 20年から石油コンビナート等災

害防止法により協議会に設置が義務付けられ運用されています。 

令和５年４月、老朽化等の諸課題に対応するため、協議会はこの装置を自走式の新型

システムに更新することを決定しました。 

更新に先立って、三重県、愛知県及び関係消防本部は連携して、同装置が法令等に基

づく基準を満足し適切に機能するかについて確認・検証を行い、協議会は検証作業に協

力するとともに、配備に必要な法的手続きを進めます。 

また、三重県及び愛知県は、必要に応じて、各県の「石油コンビナート等防災計画」

の見直しを進めていきます。 

 

  

  ○新型システムへの変更イメージ図     ○新型システムの導入事例 

 

２ 大容量泡放射システムの更新スケジュール（予定） 

 

  令和６年２月 13日  第１回関係機関調整会議（実施済） 

  令和６年８月頃まで  調整会議で情報共有、検証作業の課題整理 

  令和６年９～10月頃  新型システムの納入及び現地での検証作業 

  令和６年 11月頃   協議会から総務省消防庁への更新手続き 

  令和６年 12月頃   新型システムの運用開始 

   

 

参考資料 



2 

 

３ 現行システムと新型システムの主な相違点 

 

新型システムでは、メインポンプ、泡消火薬剤混合装置、動力装置、制御盤等が全て

一体型となった車載式装置を予定しており、その運用及び搬送に係る人員削減が可能と

見込まれます。実運用を見据えた検証を今後、関係機関と進めていきます。 

 

 

４ 今後の対応 

今後、総務省消防庁、愛知県及び関係消防本部と連携し、協議会の導入する装置の確

認・検証を進めるとともに、必要に応じて「石油コンビナート等防災計画」の見直しを

行います。 

 

 

【参考：大容量泡放射システムとは】 

大容量泡放射システムは、浮き屋根式屋外貯蔵タンクの大規模火災に対応する防災資

機材として、直径 34メートル以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクを有する特定事業所に配

備が義務付けられています。 

同システムの配備が義務付けられた背景として、平成 15 年の十勝沖地震により苫小

牧市内の石油精製事業所において大型の浮き屋根式屋外貯蔵タンクで全面火災が発生

し、その消火に困難を極めたことを契機に、石油コンビナート等災害防止法等の一部が

平成 17年に改正され、広域共同防災組織の整備が規定されるとともに、大容量泡放射シ

ステムの配備が義務付けられました。 

伊勢湾区域（対象区域：三重県及び愛知県）には、防災組織として「中京地区広域共

同防災協議会」が整備されており、大容量泡放射システムは四日市市楠町地内に常備さ

れています。（2008（H20）年導入） 

 


